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一般競争入札参加要領

越谷市では、以下のとおり市有地の一般競争入札による売払いを実施いたします。入札

に参加される方は、次の各事項をご承知の上、各自で必ず物件の調査をして、確認をされ

た上で、入札をしてください。

１．入札に付する物件

入札に付する物件は、次のとおりとします。

物件

番号
所  在 地 目 地 積（㎡） 備 考

１ 越谷市神明町二丁目６０番１ 宅 地 942.22 建物解体撤去条件付

※予定価格（最低売却価格） 金７８，６００，０００円

※「建物解体撤去条件」とは、この土地の上に存する建物及び建物の付帯設備、工作物そ

の他一切の動産を解体撤去することをいう。

２．入札参加条件

次の（１）、（２）のいずれにも該当しない者であることが入札参加の条件となります。

（１）本件建物解体撤去条件付土地売買契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復

権を得ない者。

（２）次の各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後３年を経過してい

ない者（これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とし

ます。）

①故意に入札に付する不動産を損傷し、その価値を減少させた者

②公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るた

めに連合した者

③落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

④入札の実施に当たり係員の職務の執行を妨げた者

⑤正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者

⑥市に提出した書類に虚偽の記載をした者

⑦前各号の一に該当する事実があった後３年を経過しない者を、契約の履行に当たり

代理人、支配人その他の使用人として使用した者

⑧「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年５月１５日法律第７

７号）に規定する暴力団員との関係が特に認められる者

⑨「破壊活動防止法」（昭和２７年７月２１日法律第２４０号）に規定する暴力主義的
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破壊活動を行う団体及びその構成員

⑩当該物件の購入目的が「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」（昭和２

３年７月１０日法律第１２２号）に規定する風俗営業・性風俗関連特殊営業及びこ

れらに関連する業務に当たる場合の買受申出者

⑪前号⑧から⑩に該当する者から委託を受けた者

３．契約条件

契約の条件については、別添に示す建物解体撤去条件付土地売買契約書（案）のとお

りですので条文をよく確認の上、入札に参加してください。

４．物件の調査

入札に参加しようとする方は、物件調書を参考にして、各自で参加申込み前に必ず調

査をしてください。

また、物件の内覧を次のとおり実施しますので、内覧を希望する場合には、直接現地

にお越しください。

①日  時 平成２８年１１月１７日（木）午後２時から３時まで

②場  所 越谷市神明町二丁目６０番１（現地集合）

また、物件調書はあくまで参考であり、現況を優先します。各自で必ず物件の調査を

して、法令上の制限等を十分に確認し、入札に参加してください。

５．入札参加申込み

（１）入札参加者は、事前に一般競争入札参加申込書を提出しなければ入札することがで

きません。なお、郵送等による申込みは受け付けいたしません。

（２）入札参加申込みの受付期間、受付時間及び受付場所は、次のとおりです。

①受付期間 平成２８年１１月２８日（月）から１２月２日（金）まで

②受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

③受付場所 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号 

越谷市役所市長公室公共施設マネジメント推進課（本庁舎２階）

④提出書類 一般競争入札参加申込書

６．入札及び開札の日時

入札及び開札の日時は、次のとおりです。

①入札期日 平成２８年１２月７日（水）

②入札時間 午後２時から

③開札時間 入札締切り後、即時
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７．入札及び開札の場所

入札及び開札の場所は次のとおりです。

越谷市越ヶ谷四丁目２番１号 越谷市役所第三庁舎５階第７会議室

８．入札保証金

（１）入札参加者は、越谷市が定めた額の入札保証金を入札保証金提出書により、入札当

日に入札場所で納入していただきます。

（２）入札保証金の納付は、銀行振出小切手（東京手形交換所加盟の金融機関が振り出す

もので、振出日から起算して５日を経過していない小切手）で納付していただきます。

※小切手には、「横線」があり、支払先を銀行に限定し、不正な所持人への支払いを防

止していること。（入札保証金の納付について参照）

（３）入札保証金額は、金４，０００，０００円になります。

９．入札

（１）入札参加者は、所定の入札書に必要事項を記入し、記名押印の上、封筒に入れて所

定の入札箱に投入してください。

（２）入札は、代理人に行わせることができます。この場合には、当該代理人をして、委

任状（印鑑証明書添付）を入札書に同封させてください。

（３）入札書、委任状用紙及び入札保証金提出書等は、入札参加申込受付時に交付します。

10．入札金額の表示
入札金額は、物件の価額の総額を表示してください。

11．入札書の書き換え等の禁止
入札者は、その提出した入札書の書き換え、引替え又は撤回をすることはできません。

12．開札
（１）開札は、入札後直ちに入札者立会いのもとで行います。

（２）入札者が開札に立会わないときは、当該入札事務に関係のない越谷市職員を立ち合

わせます。

13．入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とします。

（１）入札に参加する資格がない者のした入札

（２）入札の時間内に入札保証金を納入しない者の入札

（３）入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの
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（４）同じ物件について２通以上の入札書を提出した者の入札

（５）他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者に係る入札

（６）代理人で委任状を提出しない者の入札

（７）入札書の金額を訂正したもの

（８）記載事項（入札金額を除く。）を訂正した場合においては、その箇所に押印のないも

の

（９）著しく反社会的行動をとるなど、明らかに公有地の処分相手にふさわしくないこと

が判明した者の入札

（10）前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

14．落札者
落札者は、越谷市の予定価格以上の価額で最高の価額をもって入札した者とします。

15．くじによる落札者の決定
落札者となるべき同価額の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせて落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるとき

は、これに代えて当該入札事務に関係のない越谷市職員にくじを引かせます。

16．入札結果の通知
開札をした場合に、落札者があるときは、その者の氏名（法人の場合はその名称）及

び金額を、落札者がないときは、その旨を、開札に立ち会った入札者に知らせます。こ

の場合に、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となっ

た旨を通知します。

17．契約の締結
落札者は、平成２８年１２月１６日（金）までに別添に示す様式の契約書により契約

を締結していただきます。

18．契約保証金
落札者は、契約の締結と同時に、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を越谷

市の発行する納入通知書により納付していただきます。ただし、契約の締結と同時に、

売買代金の全額を支払う場合には、納付する必要はありません。

19．入札保証金の返還等
（１）落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札者決定後直ちに入札の場所で返還し

ます。
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（２）落札者が納付した入札保証金は、１８に定める契約保証金に振り替えます。ただし、

契約の締結と同時に売買代金の全額を支払う場合には、当該代金の一部に充当します。

（３）入札保証金を契約保証金に振り替える場合に、入札保証金の額が契約保証金の額に

満たないときは、その差額を１８の例により納付しなければなりません。

20．入札保証金の利息
入札保証金は、その受入期間について利息を付けません。

21．入札保証金の没収
落札者が契約の締結に応じない場合には、落札はその効力を失い、落札者が納付した

入札保証金は、越谷市に帰属することになります。

22．売買代金の支払期限
売買代金は、契約締結と同時に全額を支払う場合を除き、越谷市の発行する納入通知

書により、契約締結日から３０日以内に支払っていただきます。売買代金の支払いが行

われなかった場合には、契約保証金は越谷市に帰属することになります。

23．所有権の移転
（１）売買代金が完納されたときに所有権の移転があったものとし、直ちに物件を現状で

引き渡します。

（２）所有権の移転登記は、物件の引き渡し後、越谷市が行います。

（３）契約書に貼付する収入印紙、登録免許税など契約の締結及び履行に関して必要な一

切の費用は、落札者の負担となります。

24．建物等の解体撤去
（１）落札者においてこの建物（建物の付帯設備、工作物その他一切の動産を含む。）を解

体撤去することとします。解体撤去の報告の確認後、越谷市は、速やかにこの建物の

滅失登記を行ないます。

また、この建物の解体撤去は、所有権移転後１年以内に完了することとします。

なお、この土地の所有権の移転後のこの建物の管理及び解体撤去に伴う一切の費用

は、落札者の負担とします。

（２）解体撤去に係る騒音・振動・粉じん対策については、次のとおり配慮してください。

①建設機材は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用してください。

②騒音・振動計は、外部から表示を確認できるように敷地境界付近に設置してくださ

い。

③解体防音パネルを解体建物の周囲に設置してください。

-5-



④作業は、十分に散水を行い、粉じんの飛散防止に努めてください。

25．瑕疵担保責任
落札者が、個人以外の場合は、越谷市は売却不動産（土地）に係る瑕疵担保責任（地

中埋設物、土壌汚染、越境工作物等を含む。）を一切負わないものとします。

26．境界の明示
越谷市は、落札者に対して本件不動産の現地における境界の明示を省略するものとし

ます。

27．売却に係る条件
（１）物件資料と現況が相違している場合は、現況が優先します。

（２）現況有姿の引渡し（擁壁及びフェンス、柵、建築物内部品等を含む。）となりますの

で、必ず入札参加者ご自身において、現地等の調査確認を行ってください。

（３）対象物件の土地に係る土壌汚染調査及び地質調査については、実施していません。

（４）対象物件の確定測量は実施しています。

（５）越境物があった場合、市は越境状態の解消や承諾書等の取付けは行っておりません。

（６）対象物件の建物に係る石綿使用調査については、実施していません。

（７）建物の解体撤去後における予定建築物の用途は「戸建住宅」とします。

なお、所有権移転完了後３年以内に戸建住宅の用途に供することとします。

28．配慮義務
購入者は、周辺住民に土地利用計画の周知を図ると共に、住民の意見を十分聴取する

など、適切な対応に努めてください。

29．その他
（１）この要領に定めのない事項については、越谷市例規その他関係法令の定めるところ

によります。

（２）入札で落札者がなかったとき、越谷市は入札参加者のうちから希望を募り契約の交

渉に入ることがあります。
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入札保証金の納付について

入札保証金は、入札金額により保証金の金額がかなりの額になることから、小切手によ

る納付になります。

１．入札当日に用意していただく小切手については、別紙「銀行振出小切手の見本」を参

照してください。

２．別添の「入札保証金提出書・入札保証金返還受領書」は小切手納付用の書類です。

（１）入札当日はこの書類に、住所、氏名（代理の場合も代理人ではなく入札者の氏名に

してください。）、金額、内訳等記入のうえ、小切手とともに持参してください。

（２）「入札保証金返還受領書」は保証金（小切手）をお返しする際に必要となる書類です。

＊落札できなかった場合に必要となる書類です。

３．入札当日の持参品

（１）委任状（代理人が参加される場合のみ、申込者本人の印鑑証明書を添付）

（２）入札保証金提出書兼入札保証金返還受領書

（３）入札保証金（銀行振出小切手・上記参照）

（４）入札書

（５）印 鑑 申込者本人が入札される場合は、申込書の申込者印と同じ印鑑（実印）

代理人の方が入札される場合は、委任状の代理人使用印と同じ印鑑

（６）封 筒 形式任意

（７）その他 筆記用具（黒ペン又はボールペン）

       本書（市有地売払い一般競争入札参加要領）
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建物解体撤去条件付土地売買契約書（案）

越谷市（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、土地の売買に

関し、次のとおり契約を締結する。

（売買物件）

第１条 甲は、その所有に属する次に掲げる土地（以下「この土地」という。）を乙に売り

渡し、乙は、これを買い受けるものとする。

所  在 地 番 地 目 地 積（㎡） 備 考

越谷市神明町二丁目 ６０番１ 宅 地 942.22 公 簿

２ 乙は、第８条の規定に基づき、この土地の上に存する建物（以下「この建物」という。

建物の付帯設備、工作物その他一切の動産を含む。）を解体撤去しなければならない。

（売買代金）

第２条 この土地の売買代金（以下「代金」という。）は、金○○○○○円とする。

（契約保証金）

第３条 乙は、この契約に関し、契約保証金として金○○○○○円を、この契約の締結と

同時に甲の発行する納入通知書により、その指定する場所において納付しなければなら

ない。

２ 前項の契約保証金には、利息を付けないものとする。

３ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金を、前条

の代金の一部に充当するものとする。

４ 第１項の契約保証金は、乙の責めに帰す理由により、この契約が解除されたときは、

甲は、その返還義務を負わないものとする。

（代金の支払い）

第４条 乙は、第２条の代金のうち前条第１項に定める契約保証金を除いた金○○○○○

円を、甲の発行する納入通知書により、平成○○年○○月○○日までにその指定する場

所において支払わなければならない。

（違約金）

第５条 乙は、第２条の代金を、その支払期日までに支払わないときは、その翌日から支

払いの日までの日数に応じ、当該代金の金額につき年１４．６パーセントの割合で計算

した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を支払わなければならない。

（所有権の移転及び物件の引き渡し）

第６条 この物件の所有権は、乙が第２条の代金（前条の違約金がある場合は、これを含

む。）の支払いを完了したときに、甲から乙に移転するものとする。

２ この土地は、前項の規定によりその所有権が移転したときに、乙に対し現状のまま引

渡しがあったものとする。
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（所有権の移転登記）

第７条 乙は、前条第１項の規定によりこの土地の所有権が移転した後、速やかに甲に対

し所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により、遅滞なく所有権の移

転登記を嘱託するものとする。

２ 前項の所有権の移転登記に関する費用は、乙の負担とする。

３ 甲は、第８条第３項の規定による解体撤去の報告の確認後、速やかに、この建物の減

失登記を嘱託するものとする。

（解体撤去）

第８条 乙は、この建物については、前条第１項の所有権移転登記完了後１年以内に解体

撤去しなければならない。

２ この土地の所有権の移転後のこの建物の管理及び解体撤去に伴う一切の費用は、乙の

負担とする。

３ 乙は、この建物の解体撤去が完了したときは、速やかに、甲に解体撤去の完了を書面

により報告することとする。

（調査の有無）

第９条 乙は、この建物について石綿使用調査を実施していないことを了知する。

２ 乙は、この土地について土壌汚染調査を実施していないことを了知する。

（用途指定）

第 10条 乙は、この土地を戸建住宅の用途に供し、この用途（以下「指定用途」という。）
以外の目的に供してはならない。ただし、書面で甲の承諾を得て、周辺への影響の少な

い他の用途にその一部を供することができる。

（指定用途に供すべき期日）

第 11条 乙は、この土地を第６条第１項の所有権移転完了後３年以内に指定用途に供する
ものとする。

（瑕疵担保責任）

第 12 条 この契約締結後、甲は、この土地に係る瑕疵担保責任（地中埋設物、土壌汚染、
越境工作物等を含む。）を一切負わないものとする。

２ 乙が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第１項に規定する消費者に該当

する場合は、契約締結の日から１年間に限り民法第５７０条に規定する担保の責任を負

う。

（譲渡禁止等）

第 13条 乙は、第８条第１項の解体撤去後、第１０条による指定用途に供されることが確
実となるまでの間、この土地の所有権を第三者に移転し、又はこの土地を第三者に貸し

付けてはならない。

（境界の疑義等）

第 14条 乙は、この土地の引渡しを受けた後、この土地の境界について第三者との間に疑
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義が生じたときは、乙の責任において処理するものとする。

２ この契約について、第三者から異議の申立てがあったときは、乙の責任において処理

するものとする。

（契約の解除）

第 15条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、催告をしないで、この契約を解除す
ることができる。

（１）この契約に定める義務を履行しないとき。

（２）役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同

じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。

（３）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる

とき。

（４）役員等が自己、自社若しくは第三者の不当な利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。

（６）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。

２ 乙は、前項の規定により甲がこの契約を解除したときは、甲の指定する日までにこの

土地に係る一切の物件を収去の上、これを甲に返還しなければならない。

３ 第１項の解除により発生する一切の費用は、乙の負担とする。

（返還金等）

第 16条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。
ただし、当該返還金には利息を付さない。

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切

の費用は償還しない。

（契約の解除等による土地の賃借料相当額の支払義務）

第 17条 乙は、第１５条の規定によりこの契約を解除したときは、甲から乙にこの土地を
引き渡した日から甲が乙からこの土地の返還を受けた日までの土地賃借料相当額を、甲

の定める方法により甲に支払うものとする。

（相殺）

第 18条 第１５条の規定により甲がこの契約を解除したときは、甲は、この契約に基づき

-11-



乙が甲に支払うべき土地賃借料相当額その他金銭債務と甲が乙に支払うべき金銭債務と

を、その相当額につき相殺することができる。

（乙の原状回復義務）

第 19条 乙は、甲が第１５条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま
でにこの土地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲がこの土地を原状

に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。

２ 乙は、前項に定めるところによりこの土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日

までに、この土地の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（損害賠償）

第 20条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときには、そ
の損害に相当する金額を損害賠償として、甲に支払わなければならい。

（契約の費用）

第 21条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
（管轄裁判所）

第 22条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在
地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。

（暴力団員等からの不当な要求の報告）

第 23条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の活動若し
くは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係

を有する者をいう。）から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲へ報告、警察本部又

は警察署への通報をしなければならない。

（疑義の決定等）

第 24条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に定めのない事
項については、甲乙協議の上定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその

１通を所持する。

平成○○年○○月○○日

（甲） 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目２番１号

越 谷 市

越谷市長 高 橋   努  

（乙）

（注）売買契約時に売買代金を一括納付する場合は、関連条項に一部変更があります。 
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物　　件　　調　　書

　７８，６００，０００円　

所 在 地 　越谷市神明町二丁目６０番１

地 目 　宅　地

土 地 積 　９４２．２２㎡（公簿）

地 現 況 　建付地

形 状 　ほぼ長方形

道 路 付 　北東側（市道50330号線）・南東側（市道50299号線）

住所表示 　越谷市神明町二丁目６０番地１　（家屋番号　60番１・種類　診療所）

建 築 年 月 平成14年12月13日

物 構 造 　鉄骨造陸屋根２階建

延床面積 　１階　２７４．３６㎡　２階　２３２．５２㎡

そ の 他 　受水槽等の工作物他

法 用途地域 　第一種低層住居専用地域（建ぺい率６０％・容積率１００％）

令 都市施設 　なし

制 建築制限 　道路斜線・北側斜線・絶対高さ（１０ｍ）・日影規制

限 防火地域 　なし

開発許可 　越谷市都市整備部開発指導課

　なし

給 電 気 　東京電力エナジーパートナー㈱

排 都市ガス 　東彩ガス㈱

施 上 水 道 　越谷・松伏水道企業団

設 下 水 道 　越谷市建設部下水道課

　東武スカイツリーライン「北越谷」駅より約1,300ｍ

　小学校　約７００ｍ　市立宮本小学校
　中学校　約５００ｍ　市立西中学校

　低層の戸建住宅を中心とする中に、アパート等が混在する住宅地域

　別紙のとおり

※　この調書その他の添付資料は、あくまで参考であり、現況を優先します。各自で必ず物件の
調査をしてご確認ください。

物件番号　１

交通機関

公共機関

周辺状況

特記事項

予定価格

私道の負担等
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（別紙）物件番号１

特 記 事 項

１．建物解体撤去条件付き売却となります。 

２．建築物の用途は戸建住宅に限定します。 

３．アスベストの有無は調査しておりません。 

４．土壌調査は行なっておりません。 

５．現況有姿での引渡しとなります。この調書その他の添付資料はあくまでも参考であり、現況

を優先します。 

６．市は、この土地に係る瑕疵担保責任（地中埋設物、土壌汚染、越境工作物等を含む。）を

一切負いません。 

７．確定測量は実施済です。 

８．市は、越境状態の解消等は行っていないので、越境物等があった場合は、落札者が越境

物所有者と協議してください。 

９．建築基準法第２２条による区域です。 
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物件番号 １

受付番号

一般競争入札参加申込書

平成２８年○○月○○日

（あて先）

越谷市長 高 橋   努

一般競争入札に参加したいので、下記のとおり申込みます。

記

１ 入札参加物件

物件番号１ 越谷市神明町二丁目６０番１（宅地）942.22㎡
２ 入札実施日時

平成２８年１２月７日（水）午後２時

３ 入札申込人

住 所  越谷市越ヶ谷四丁目２番１号

越谷株式会社

氏 名   代表取締役 越谷太郎 （実印）

（法人の場合は代表者名義を使用してください）

（連絡先）法人の場合には入札の事務を担当される方について、個人の方の場合には日

中に連絡が取れる連絡先をご記入願います。

「部署名」不動産部   「役 職」部長      「氏 名」越谷次郎

「電 話」○○○－○○○－○○○○ FAX又は E‐mail」○○○－○○○－○○○○

（注）実印を押印してください。共有で入札に参加される場合は、共有者全員の記名・

押印（実印）と持分割合を記入してください。（別紙可）

記 入 例

提出日を記入して

ください。

住所・氏名を記入の

上、実印を押印してく

ださい。

担当者の連絡先を記

入してください。
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物件番号 １

受付番号

一般競争入札参加申込書

平成２８年  月  日

（あて先）

越谷市長 高 橋   努

一般競争入札に参加したいので、下記のとおり申込みます。

記

１ 入札参加物件

物件番号１ 越谷市神明町二丁目６０番１（宅地）942.22㎡
２ 入札実施日時

平成２８年１２月７日（水）午後２時

３ 入札申込人

住 所                      

氏 名                  （実印）

（法人の場合は代表者名義を使用してください）

（連絡先）法人の場合には入札の事務を担当される方について、個人の方の場合には日

中に連絡が取れる連絡先をご記入願います。

「部署名」       「役 職」       「氏 名」

「電 話」       「FAX又は E‐mail」

（注）実印を押印してください。共有で入札に参加される場合は、共有者全員の記名・

押印（実印）と持分割合を記入してください。（別紙可）
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委  任  状

代 理 人  住 所 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号

越谷株式会社

氏 名 不動産部長 越谷次郎         

私は、上記の者をもって代理人と定め、下記越谷市有地売払いの一般競争入札に関す

る一切の権限を委任します。

記

物件番号 物 件 名 称 地 積（㎡）

１ 越谷市神明町二丁目６０番１ 942.22 

平成２８年○○月○○日

申込人（委任者） 住 所 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号

越谷株式会社

氏 名 代表取締役 越谷太郎     (実印)

（注）申込人（委任者）の印は、印鑑登録済みの印鑑を使用し、印鑑証明書を添付して

ください。

記 入 例

代理人の住所・氏名を記入の上、

認印を押印してください。

委任日及び申込人(委任者)の住所・氏名を記入の上、実印
を押印してください。
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入  札  書

平成２８年○○月○○日

（あて先）

越谷市長 高 橋   努

入 札 者  住 所 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号

越谷株式会社

氏 名 代表取締役 越谷太郎   (実印)
代 理 人  住 所 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号

越谷株式会社

氏 名 不動産部長 越谷次郎    

入 札 金 額

十

￥

億

○

千

○

百

○

十

○

万

○

千

○

百

○

十

○

円

○

（物件番号 １）

所 在 地 地 目 地 積（㎡） 備 考

越谷市神明町二丁目６０番１ 宅 地 942.22 建物解体撤去条件付

「市有地売払い一般競争入札参加要領」を承知の上、上記のとおり入札します。

（注）① 代理人により入札するときは、委任者の住所・氏名を入札者欄に記入（押印

は不要）し、代理人の住所・氏名を「代理人」欄に記入の上、押印してくださ

い。

② 代理人による場合には、必ず委任状と同じ印鑑を押印してください。

③ 金額は、算用数字で右詰めで記入し、最初の数字の前には「￥」を記入して

ください。

④ 記入事項を訂正した場合においては、その箇所に必ず押印してください。

ただし、入札金額は訂正できません。

記 入 例

提出日を記入してく

ださい。

住所・氏名を記入の上、実印を

押印してください。

入札金額は算用数字ではっきりと記入し、金額

の前に必ず￥マークを記入してください。
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入札保証金提出書

平成２８年○○月○○日

（あて先）

越谷市長 高 橋   努

入 札 者  住 所  越谷市越ヶ谷四丁目２番１号

越谷株式会社

氏 名  代表取締役 越谷太郎     (実印)

下記の金額を 物件番号１ 越谷市神明町二丁目６０番１ の入札にかかる入札保

証金として提出します。

（入 札 保 証 金）

金  額

億 千

￥

百

○

十

○

万

○

千

○

百

○

十

○

円

○

落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、提出した入札保証金を

返還してください。

入札保証金返還受領書

上記記載の入札保証金を受領いたしました。

平成２８年○○月○○日

受 領 者  住 所                   

氏 名                  (印) 

記 入 例

提出日を記入してく

ださい。

入札者の住所・氏名を記入の上、実印を

押印してください。

銀行振出小切手で持参した入札保証金額を算用数字で

記入してください。（入札金額ではありません。）

返還を受けるときに、入札者・

代理人の住所・氏名を記入の上、

受領印を押印してください。
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